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第７ 駐車施設に関する協議および届出について 

 

 確認申請に必要な駐車施設等の事前協議が完了した段階で、駐車場担当者（計画調整局都市計画

課）から、別紙様式の駐車施設整理票をお渡しします。必要事項の記入や必要図面の添付のうえ、

正副２部持参し、確認申請までに届出を済ませてください。１部は受付印を押して『届出控え』と

してお渡しします。 

 

 

 

第８ オンライン申請について 

  

 事前協議が完了したものについては、オンラインにて申請や届出が可能です。大阪市 HP より、

各種申請・届出を行ってください。 

 

（注意事項） 

 ・必ず、事前協議を完了させてから申請・届出してください。 

・記載内容、添付図面等に支障がなければ受理（受付）します。そのため、オンライン申請にお

ける受付日は、申請日とは異なります。処理期間を含め、時間に余裕をもってお手続きくださ

い。 

   ・オンライン申請にて、申請や届出が完了したものについて、手続き完了のメール画面及び申請

書類を印刷したものを窓口までお持ちいただいた場合は、受付印を押します。控えとして保管

ください。 
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第９ 条例及び要綱の改正経緯 ※主なもののみ抜粋して掲載しております 

 

条例 

≪各時点での附置義務基準（四輪車）≫ 

【昭和 39年９月～平成２年３月末】（周辺地区の地域範囲は、ＪＲ大阪環状線の内側のみ対象）                        

建築物の用途 

地域・地区 
特定用途 非特定用途 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

近 隣 商 業 地 域 

延面積が 2,000m2をこえるもの 延面積が 3,000m2をこえるもの 

(延面積)－2000 

300 

 →切上げ台数 

(延面積)－3000 

450 

  →切上げ台数 

 

周 辺 地 区 

[上記以外］ 

延面積が 3,000m2をこえるもの 

対 象 外 (延面積)－3000 

      450    →切上げ台数 

      

【平成２年４月～平成 16年３月末】（地域範囲は、大阪市全域が対象）                       

建築物の用途 

地域・地区 
特定用途 非特定用途 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

近 隣 商 業 地 域 

 延面積が 1,000m2 

をこえ、2,000m2以

下のもの 

延面積が 2,000m2 

をこえるもの 
延面積が 3,000m2をこえるもの 

一律 ２台 

(延面積)－1500 

250 

   →切上げ台数 

(延面積)－2100 

350 

  →切上げ台数 

周 辺 地 区 

[上記以外］ 

延面積が 3,000m2をこえるもの 

対 象 外 (延面積)－3000 

      250    →切上げ台数 

 

【平成 16年４月～平成 26年６月末】 ★荷さばきから四輪車への換算規定追加 

建築物の用途 

地域・地区 
特定用途 非特定用途 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

近 隣 商 業 地 域 

 延面積が 2,000m2 

をこえるもの 

延面積が 10,000m2 

をこえる部分 

延面積が 3,000m2 

をこえるもの 

延面積が 15,000m2 

をこえる部分 

(延面積)－1500 

300 

  →切上げ台数 

(延面積) 

350 

   →切上げ台数 

(延面積)－2250 

450 

  →切上げ台数 

(延面積) 

525 

   →切上げ台数 

 

周 辺 地 区 

[上記以外］ 

延面積が 3,000m2をこえるもの 

対 象 外 
(延面積)－3000 

      350   

  →切上げ台数 
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【平成 20年６月～ 自動二輪車の義務化】 

 

【平成 26年７月～令和８年３月末】  ★自動二輪車から四輪車への換算規定追加 

建築物の用途 

地域・地区 
特定用途 非特定用途 

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

近 隣 商 業 地 域 

 延面積が 2,000m2 

をこえるもの 

延面積が 10,000m2 

をこえる部分 

延面積が 3,000m2 

をこえるもの 

延面積が 15,000m2 

をこえる部分 

(延面積)－1500 

350 

  →切上げ台数 

(延面積) 

400 

   →切上げ台数 

(延面積)－2250 

450 

  →切上げ台数 

(延面積) 

525 

   →切上げ台数 

 

周 辺 地 区 

[上記以外］ 

延面積が 3,000m2をこえるもの 

対 象 外 
(延面積)－3000 

      350   

  →切上げ台数 

 

【令和８年４月～】 

建築物の用途 

地域・地区 
特定用途 非特定用途 

(1)          

駐車場整備地区 

商 業 地 域 

近 隣 商 業 地 域 

延面積が 3,000 ㎡ 

をこえ 12,000 ㎡以下 

延面積が 12,000 ㎡ 

をこえる部分 

延面積が 3,000 ㎡ 

をこえ 15,000 ㎡以下 

延面積が 15,000 ㎡ 

をこえる部分 

(延面積)－2150 

430 

   →切上げ台数 

(延面積) 

525 

   →切上げ台数 

(延面積)－2250 

450 

   →切上げ台数 

(延面積) 

525 

   →切上げ台数 

(2)         

周 辺 地 区 

 [(1)以外］ 

延面積が 3,000m2をこえるもの 

対 象 外 (延面積)－3000 

      350     →切上げ台数 

 

 

 

 

 

要綱 

≪各時点での要綱基準≫ 

 

【平成３年４月１日要綱制定（同年１０月１日実施）】 

 ・設置基準 

共同住宅等建築物 

の全住戸数 

駐車施設の設置率 

３５㎡以下 

（ワンルーム形式） 

３５㎡を超える 

（ファミリー形式） 

３０戸以上 ２０％以上 ３０％以上 

７０戸以上 ２５％以上 ４０％以上 
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【平成６年６月１日要綱改正（同年 11月１日実施）】 

 ・設置基準の拡大 

共同住宅等建築物 

の全住戸数 

駐車施設の設置率 

３５㎡以下 

（ワンルーム形式） 

３５㎡を超える 

（ファミリー形式） 

３０戸以上 ２５％以上 ４０％以上 

７０戸以上 ２５％以上 ５０％以上 

 

【平成 20年６月１日要綱改正（同日実施）】 

 ・自動二輪車の設置基準の追加 

共同住宅等建築物 

の全住戸数 

駐車施設の設置率 

３５㎡以下 

（ワンルーム形式） 

３５㎡を超える 

（ファミリー形式） 

３０戸以上 ３％以上 ２％以上 

 

【平成 26年７月１日要綱改正（同日実施）】 

・設置基準の緩和 

共同住宅等建築物 

の全住戸数 

駐車施設の設置率 

３５㎡以下 

（ワンルーム形式） 

３５㎡を超える 

（ファミリー形式） 

３０戸 

以上 

商業系地域 
１０％以上 

３０％以上 

その他地域 ３５％以上 

７０戸 

以上 

商業系地域 
１０％以上 

４０％以上 

その他地域 ５０％以上 

・自動二輪車の振替規定追加 

 

【令和３年４月１日要綱改正（同日実施）】 

・自転車駐車場の四輪車駐車施設への振替規定を追加 

 ・カーシェアリングの導入による必要台数の緩和規定を追加 

 ・荷さばき駐車施設の四輪車駐車施設への振替規定を追加 

 

【令和８年４月１日要綱改正（同日実施）】 

・設置基準の緩和 

   

 

   

敷地面積が５００㎡を超えるもの 

共同住宅等建築物 

の全住戸数 

駐車施設の設置率 

３５㎡以下 
（ワンルーム形式） 

３５㎡を超える 
（ファミリー形式） 

30 戸 
以上 

商業系地域 3％以上 20％以上 

その他地域 5％以上 30％以上 

70 戸 
以上 

商業系地域 3％以上 20％以上 

その他地域 5％以上 35％以上 
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（参考）整理票記入例 
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